
京都労働局

第14次労働災害防止計画のアウトプット指標
に基づく職場の安全衛生自主点検【令和７年度】

の取りまとめ結果について
～アウトプット指標版～



製造業

363事業場

（14.5％）

製造業

187事業場

（16.8％）

建設業

134事業場（5.4％）

建設業

69事業場（6.2％）

陸上貨物運送事業

108事業場（4.3％）

陸上貨物運送事業

44事業場（4.0％）

林業

30事業場（1.2％）

林業

12事業場（1.1％）

商業

553事業場

（22.1％）

商業

193事業場

（17.3％）

保健衛生業

412事業場

（16.5％）

保健衛生業

231事業場

（20.8％）

接客娯楽業

312事業場（12.5％）
接客娯楽業

82事業場（7.4％）

その他

588事業場

（23.5％）

その他

295事業場

（26.5％）
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送付・有効回答事業場内訳 業種別

製造業 建設業 陸上貨物運送事業 林業 商業 保健衛生業 接客娯楽業 その他

1,113事業場2,500事業場



京都上署

660事業場

（26.4％）

京都上署

293事業場

（26.3％）

京都下署

794事業場

（31.8％）

京都下署

348事業場

（31.3％）

京都南署

639事業場

（25.6％）

京都南署

275事業場

（24.7％）

福知山署

130事業場

（5.2％）

福知山署

66事業場

（5.9％）

舞鶴署

82事業場

（3.3％）

舞鶴署

37事業場

（3.3％）

丹後署

87事業場

（3.5％）

丹後署

43事業場

（3.9％）

園部署

108事業場

（4.3％）

園部署

51事業場

（4.6％）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

送付
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事業場数

（割合）

送付・有効回答事業場内訳 労働基準監督署別

京都上署 京都下署 京都南署 福知山署 舞鶴署 丹後署 園部署

1,113事業場2,500事業場



複数の取組を実施

980事業場（88.1%）

一つの取組

を実施

105事業場

（9.4%）

未実施

28事業場（2.5%）

転倒防止対策として複数の事項に取り組む事業場 ［1,113事業場回答結果］

11.2%

13.6%

20.1%

26.8%

28.6%

28.9%

43.9%

45.0%

45.3%

59.8%

81.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

転倒しにくい身体づくり

等運動プログラムの導入

その他の転倒防止対策の

実施

冬季屋外通路等凍結危険

箇所に融雪マット設置等

電気コード等転倒起因配

線の引き回しルール設定

水場等滑りやすい箇所で

防滑床材等を導入

水場等滑りやすい箇所で

防滑性の履き物を着用

通路、階段、車止め等

転倒箇所の視認性向上

屋外、滑りやすい作業箇

所出入口にマット等設置

組織的な通路巡視、点検

表による確認・維持管理

敷地内通路の凹凸、陥没

穴等の確認、解消

通路、作業箇所の整理・

整頓、清掃

複数取組事業場における転倒防止対策内容

取組事業場数・割合

909

666

504

501

489

322

318

298

224

151

125

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）
指標ア－１：転倒災害対策として複数の事項に取り組む事
業場の割合を令和９（2027）年までに70％以上とする。

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進



実施

683事業場（63.5%）

未実施

392事業場

（36.5%）

正社員以外への行動災害防止に係る安全衛生教育の実施（全業種）

指標ア－２：正社員以外への行動災害防止に係る安全衛
生教育の実施率（事業場割合）を令和９（2027）年までに
80％以上とする。

［1,075事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した38事業場除く。

33.2%

26.2%

40.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

腰痛等「動作の反動、無理な動作」によ

る災害防止のための教育を実施してい

る

「転倒」災害防止のための教育を実施

している

「転倒」災害防止及び腰痛等「動作の反

動、無理な動作」による災害防止のた

めの教育を実施している

実施事業場における正社員以外への

行動災害防止教育の実施内容

回答事業場数・割合

277

179

227

（回答形式：単一選択）

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進



実施

275事業場

（67.6%）

未実施

132事業場

（32.4%）

正社員以外への行動災害防止に係る安全衛生教育の実施（卸売・小売業/医療・福祉）

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

指標アｰ３：卸売・小売業/医療・福祉の事業場における正社
員以外への行動災害防止に係る安全衛生教育の実施率
（事業場割合）を令和９（2027）年までに80％以上とする。

［407事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した4事業場除く。

49.5%

14.5%

36.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

腰痛等「動作の反動、無理な動作」によ

る災害防止のための教育を実施してい

る

「転倒」災害防止のための教育を実施

している

「転倒」災害防止及び腰痛等「動作の反

動、無理な動作」による災害防止のた

めの教育を実施している

実施事業場における正社員以外への

行動災害防止教育の実施内容

回答事業場数・割合

99

40

136

（回答形式：単一選択）

136



実施

119事業場

（66.1%）

未実施

61事業場

（33.9%）

正社員以外への行動災害防止に係る

安全衛生教育の実施（卸売・小売業）

［180事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した3事業場除く。

実施

156事業場

（68.7%）

未実施

71事業場

（31.3%）

正社員以外への行動災害防止に係る

安全衛生教育の実施（医療・福祉）

［227事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した１事業場除く。



複数の取組を実施

631事業場（65.4%）

一つの取組を実施

248

（25.7%）

未実施

86事業場

（8.9%）

エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組の実施 ［965事業場（高年齢労働者１名以上所属）回答結果］

5.5%

5.8%

9.6%

13.5%

16.2%

16.9%

21.9%

22.5%

27.6%

45.4%

51.0%

0.0% 10.0% 20.0%30.0% 40.0%50.0%60.0%

セルフチェック票等を用

いた体力チェックの実施

その他の高年齢労働者労

働災害防止対策を実施

作業休止時間を設定し長

時間情報機器作業を防止

身体機能低下を踏まえた

リスクアセスメント実施

身体機能補助機器等身体

機能低下の補助装置導入

身体機能低下に伴う労働

災害リスク等教育の実施

労働災害防止の取組方針

を組織として表明

取組担当組織・担当者の

指名し実施体制の明確化

照度確保・手すり等身体

機能低下の補助設備導入

短時間勤務や隔日勤務等

勤務形態・時間の工夫

健康診断、運動指導等個

々の健康等に応じた対応

複数取組事業場のエイジフレンドリー

ガイドラインに基づく取組内容

取組事業場数・割合

266

211

163

156

93

53

492

438

217

130

56

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）
指標イ：「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」に基づく取組を複数行う事業場の割合を令和９（2027）
年までに60％以上とする。

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進



母国語テキスト、視聴

覚教材等を用いて安

全衛生教育を実施

101事業場

（29.0%）

日本語テキスト等

教材を用いた教育

［定着確認あり］

40事業場

（11.5%）

日本語テキスト等

教材を用いた教育

［定着確認なし］

81事業場（23.3%）

その他日本語能力が

あるため日本語による

口頭での教育等

49事業場（14.1%）

未実施

77事業場

（22.1%）

外国人労働者に対する分かりやすい方法での安全衛生教育の実施 ［348事業場（外国人労働者１名以上所属）回答結果］

多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

指標ウ：母国語による翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外
国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事
業場の割合を令和９（2027）年までに50％以上とする。

27.7%

39.6%

32.7%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%

視聴覚教材を用いた安全衛生

教育の実施

母国語に翻訳されたテキスト等

の教材を用いて安全衛生教育

を実施

母国語に翻訳されたテキスト等

の教材、視聴覚教材等複数の教

材を用いて安全衛生教育を実施

実施事業場における外国人労働者に対

する安全衛生教育の実施内容

回答事業場数・割合

（回答形式：単一選択）

33

40

28



実施

231事業場

（89.2%）

未実施

28事業場

（10.8%）

荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく措置の実施（荷主等、陸上貨物運送事業）［259事業場回答結果］

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－１：「陸上貨物運送事業におけ
る荷役作業の安全対策ガイドライン」に
基づく措置を実施する陸上貨物運送事
業場等の事業場（荷主となる事業場を含
む。）の割合を令和９（2027）年までに
45％以上とする。



実施

200事業場

（88.1%）

未実施

27事業場

（11.9%）

荷役作業安全対策ガイドラインに基づく措置の実施（荷主等） ［227事業場回答結果］

14.5%

15.0%

19.5%

24.0%

31.5%

35.5%

44.0%

49.5%

51.0%

62.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

陸運事業者との安全衛生

協議組織の設置

陸運事業者へ荷役作業の

有無の事前通知等

床の凹凸傾斜解消等ロー

ルボックスパレット対策

改善基準告示の周知、余

裕を持った着時刻の設定

昇降設備、用具等墜落転

落防止対策設備等の用意

荷役作業担当者の指名

作業場所の整理整頓、段

差の解消等の転倒対策

使用ルール周知、歩車分

離等フォークリフト対策

荷役機械等使用に必要な

荷役場所・照度の確保等

実施事業場における荷役作業の安全

対策ガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

125

102

99

88

71

63

48

39

30

29



実施

43事業場（97.7%）

未実施

1事業場

（2.3%）

荷役作業安全対策ガイドラインに基づく措置の実施（陸上貨物運送事業） ［44事業場回答結果］

23.3%

27.9%

30.2%

30.2%

44.2%

62.8%

69.8%

72.1%

90.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

荷役作業担当者の指名

荷主等事業場における荷

役作業有無の事前通知等

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

荷主等との安全衛生協議

組織の設置

作業前床凹凸等の確認等

転倒対策順守事項の徹底

視界の確保等ロールボッ

クスパレット・台車対策

昇降設備、用具等使用し

荷台からの墜落転落対策

安全衛生教育の実施

（腰痛予防等）

荷役作業に配慮した服装

、保護帽、安全靴着用

実施事業場における荷役作業の安全

対策ガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

39

31

30

27

19

13

13

12

10



実施

66事業場

（95.7%）

未実施

3事業場

（4.3%）

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントの実施（建設業） ［69事業場回答結果］

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－２：墜落・転落災害の防止に関する
リスクアセスメントに取り組む事業場の割合
を令和９（2027）年までに85％以上とする。



実施

176事業場

（100.0%）

未実施

0事業場（0.0%）

機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に係る取組の実施（製造業）

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－３：機械による「はさまれ・巻
き込まれ」防止対策に取り組む製造業
の事業場の割合を令和９（2027）年
までに60％以上とする。

［176事業場回答結果］
※「該当機械なし。」と回答した11事業場除く。



実施

12事業場

（100.0%）

未実施

0事業場（0.0%）

該当作業なし

0事業場（0.0%）

「チェーンソーによる伐木等作業安全ガイドライン」に基づく措置の実施（林業）［12事業場回答結果］

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－４：「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイド
ライン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を令和９
（2027）年までに50％以上とする。

66.7%

66.7%

83.3%

83.3%

83.3%

83.3%

83.3%

91.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

事前準備の実施、作業計

画の策定

伐倒前の合図徹底、制定

合図を関係労働者へ周知

伐倒に際し立入禁止区域

の設定

適切なチェーンソーの選

定等取扱方法の徹底

作業指揮者の選任

リスクアセスメントの実

施

適切な造材作業（伐倒木

転落防止等事前準備等）

かかり木処理における禁

止事項順守の徹底

適切な伐倒作業（受け口

切り、追い口切り等）

伐倒前の待避場所及び退

避ルートの選定

安全な伐倒方向の確認等

作業前準備の徹底

実施事業場におけるチェーンソーによる伐木等作業

の安全に関するガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

12

12

12

12

11

10

10

10

10

10

8

8



実施

1014事業場

（91.1%）

未実施

99事業場

（8.9%）

ストレスチェックの実施等メンタルヘルス対策に係る取組の実施 ［1,113事業場回答結果］

労働者の健康確保対策の推進

指標オ－１：ストレスチェックの実施及び集団分析結果の活用等、
メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を令和９（2027）年
までに80％以上とする。

12.1%

12.1%

27.4%

33.8%

40.5%

44.2%

54.4%

54.4%

80.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他メンタルヘルス対

策の実施

心の健康づくり計画の策

定・周知

事業場内産業保健スタッ

フ等によるケア（労働

者・管理監督者支援等）

事業場外資源によるケア

（専門機関等の活用、支

援を受ける）

メンタルヘルス推進担当

者（実務担当者）等選任

労働者によるセルフケア

（自身のストレスへの気

付き予防対処等）

管理監督者等によるライ

ンケア（相談対応、職場

環境改善等）

ストレスチェックの集団

分析結果を活用した職場

環境改善等

定期にストレスチェック

を実施

実施事業場での安衛法、心の健康の保持増進のた

めの指針に基づくメンタルヘルス対策の取組内容

回答事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

815

552

552

448

411

343

278

123

123



（常時使用する労働者が５０人

以上の事業場と同様）法定ど

おりに定期に実施している

233事業場（49.8%）

定期ではないが

実施している

68事業場

（14.5%）

未実施

167事業場

（35.7%）

小規模事業場（常時使用する労働者50人未満）におけるストレスチェックの実施 ［468事業場回答結果］

労働者の健康確保対策の推進

指標オ－２：50人未満の小規模事業場における
ストレスチェック制度の適切な実施の促進を図る。



実施

69事業場

（92.0%）

未実施

6事業場

（8.0%）

ラベル表示・ＳＤＳ交付義務対象外で危険性有害性把握済み

化学物質に対するラベル表示・ＳＤＳ交付（メーカー・流通業者）［75事業場回答結果］

化学物質等による健康障害防止対策の推進

指標カ－１：労働安全衛生法第57条及び第
57条の2に基づくラベル表示・ＳＤＳの交付
の対象義務になっていないが、危険性有害
性が把握されている化学物質について、ラ
ベル表示、ＳＤＳの交付を行っている事業場
の割合を令和７（2025）年までに80％以
上とする。



実施

261事業場

（89.7%）

対応中

2事業場

（0.7%）

未実施

28事業場

（9.6%）

ラベル表示・ＳＤＳ交付義務対象外で危険性有害性把握済み

化学物質に対するリスクアセスメントの実施（化学物質取扱い作業有）［291事業場回答結果］

化学物質等による健康障害防止対策の推進

指標カ－２：労働安全衛生法第57条の3に
基づくリスクアセスメントの実施の義務対象
になっていないが、危険性有害性が把握さ
れている化学物質について、リスクアセスメ
ントを行っている事業場の割合を令和７
（2025）年までに80％以上とする。



実施

220事業場

（84.3%）

未実施

41事業場

（15.7%）

ラベル表示・ＳＤＳ交付義務対象外で危険性有害性把握済み

化学物質に対するリスクアセスメント結果に基づく措置の実施 ［261事業場回答結果］

化学物質等による健康障害防止対策の推進

指標カ－３：労働安全衛生法第57条の3に
基づくリスクアセスメントの実施の義務対象
になっていないが、危険性有害性が把握さ
れている化学物質について、リスクアセスメ
ント結果に基づいて、労働者の危険又は健
康障害を防止するため必要な措置を実施し
ている事業場の割合を令和９（2027）年ま
でに80％以上とする。



暑さ指数を把握

100事業場

（16.2％）

暑さ指数を把握

254事業場

（41.1％）

把握していない・不明

518事業場（83.8％）

把握していない・不明

364事業場

（58.9％）
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令和4（2022）年 令和7（2025）年

熱中症災害防止のための暑さ指数（WBGT）の把握

（熱中症の生じるおそれのある作業有［想定される場合も含む］）

暑さ指数を把握 把握していない・不明

618事業場618事業場

［618事業場回答結果］

指標カ－４：熱中症災害防止の
ために暑さ指数を把握している
事業場の割合を令和4（2022）
年と比較して令和９（2027）年
までに増加させる。

化学物質等による健康障害
防止対策の推進


